
政
令
第
五
十
八
号

特
定
秘
密
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
特
定
秘
密
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
八
号
）
附
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

適
用
す
る
同
法
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

特
定
秘
密
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
三
百
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
、
国
際
博
覧
会
推
進
本
部
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


